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別紙 01「定義集」 

1. 「本件事業」とは、東大阪市(仮称)こどもセンター・図書館複合施設整備事業をいう。 

2. 「市」とは、東大阪市をいう。 

3. 「本基本協定書」とは、本件事業に関し令和【   】年【   】月【   】日に締結された基本

協定書をいう。 

4. 「本件土地」とは、本件施設等の設置及び本件施設等の維持管理を履行する場所であり、別

紙 2の赤色線で囲んだ範囲をいう。 

5. 「本件既存東部地域仮設庁舎」とは、別紙 3 に示す建物及び工作物その他関連付属施設をい

う。 

6. 「本件施設」とは、本件事業契約に基づき PFI 事業者が設計･建設する東大阪市(仮称)こども

センター・図書館複合施設、その他関連付属施設をいう。 

7. 「本件什器・備品」とは、別紙 4記載の什器・備品をいう。 

8. 「本件施設等」とは、本件施設と本件什器・備品の総称をいう。 

9. 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11

年法律第 117 号）をいう。 

10. 「地方自治法」とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）をいう。 

11. 「消費税法」とは、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）をいう。 

12. 「地方税法」とは、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）をいう。 

13. 「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）をいう。 

14. 「番号法」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25年法律第 27号）をいう。 

15. 「暴排条例」とは、東大阪市暴力団排除条例（平成 24 年東大阪市条例第 2 号）をいう。 

16. 「暴排条例施行規則」とは、東大阪市暴力団排除条例施行規則（平成 24年東大阪市規則第 40

号）をいう。 

17. 「東大阪市財務規則」とは、東大阪市財務規則（昭和 42 年東大阪市規則第 31 号）をいう。 

18. 「東大阪市行政財産使用料条例」とは、東大阪市行政財産使用料条例（昭和 42 年東大阪市条

例第 35 号）をいう。 

19. 「消費税等」とは、消費税（消費税法に定める税をいう。）及び地方消費税（地方税法第 2章

第 3節に定める税をいう。）をいう。 

20. 「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項に定める情報であって、番号法第 2 条第 9

項に定める「特定個人情報」を含むものをいう。 

21. 「暴力団」とは、暴排条例第 2条第 1 号に規定する暴力団をいう。 

22. 「暴力団員」とは、暴排条例第 2条第 2号に規定する暴力団員をいう。 

23. 「暴力団密接関係者」とは、暴排条例第 2 条第 3 号、暴排条例施行規則第 3 条に規定する暴

力団密接関係者をいう。 

24. 「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者をいう。 

25. 「役員等」とは、暴排条例施行規則第 3条第 5号に規定する者をいう。 

26. 「下請負人等｣とは、暴排条例第 7条各号に規定する者をいう。 

27. 「支払遅延防止法の率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256

号)第 8 条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定した率（法改正により率の変更があれば変更

後の率）をいう。 

28. 「本事業契約締結日」とは、特段の断りなき限り、本件事業契約の本契約の締結日をいう。 

29. 「工事開始予定日」とは、本件事業契約書第 7 条第 2 項に規定する全体事業計画書において

指定された本件工事を開始する日をいう。 

30. 「本件引渡日」とは、本件施設等の引渡日として予定された令和 11 年 9 月 30 日又は本件事

業契約に従い変更された本件施設等の引渡日をいう。 



2 

31. 「設計･建設期間」とは、本件施設等の整備に要する期間であり、本事業契約締結日から本件

引渡日までの期間をいう。 

32. 「建設期間」とは、本件工事の着工時から本件引渡日までの期間をいう。 

33. 「開業準備期間」とは、令和 11年 10 月 1 日から本件施設等の供用開始日の前日（令和 12 年

3 月 31 日）までの期間をいう。 

34. 「維持管理期間」とは、本件施設等の供用開始日（令和 12 年 4 月 1 日）から令和 27 年 3 月

31 日までの期間をいう。 

35. 「本入札手続」とは、本件事業に関して実施された総合評価一般競争入札による民間事業者

の選定手続をいう。 

36. 「実施方針」とは、本件事業に関し令和【   】年【   】月【   】日に公表された実施方針

（ただし市が修正して公表した場合は最終のもの）をいう。 

37. 「要求水準書」とは、本件事業に関し令和【   】年【   】月【   】日に公表された要求水

準書（ただし市が修正して公表した場合は最終のもの）をいう。 

38. 「入札説明書」とは、本件事業に関し令和【   】年【   】月【   】日に公表された入札説

明書（ただし、市が修正して公表した場合は最終のものをいう。） 

39. 「実施方針等」とは、実施方針及び要求水準書をいう。 

40. 「提案書」とは、PFI 事業者が本入札手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対

する回答書その他応募者が本件事業契約締結日までに提出した一切の書類をいう。 

41. 「本件入札に関する質問及び回答書」とは、入札説明書の公表後に受け付けられた質問及び

これに対する市の回答を記載した書面をいう。 

42. 「本件事業関連書類」とは、本件事業契約の本契約、本基本協定書、実施方針等、入札説明

書、実施方針等に関する質問及び回答書、本件入札に関する質問及び回答書並びに提案書を

いう。 

43. 「本件施設等の設計図書」とは、業務要求水準に基づき、本件施設等に関して PFI 事業者が

作成した別紙 5 記載の基本設計図書及び実施設計図書その他の本件施設等についての設計に

関する図書（第 24 条、第 25 条に基づく設計図書の変更部分を含む。）をいう。 

44. 「本既存施設解体撤去設計図書」とは、要求水準書の閲覧資料３「事業予定地_既存建物図

面」及び同添付資料 16「事業予定地_解体設計資料（意匠図、構造図、設備図）」をいう。 

45. 「竣工図書」とは、竣工時に PFI 事業者が作成する別紙 6に記載する図書をいう。 

46. 「設計図書等」とは、本件施設等の設計図書及び竣工図書その他本件事業契約に関して市の

要求に基づき作成される一切の書類をいう。 

47. 「落札者」とは、本件事業の入札手続において、本件事業を実施する者として選定された、

代表企業【   】、構成企業【   】、同【   】及び同【   】並びに協力企業【   】

及び【   】により構成される企業グループをいう。 

48. 「代表企業」とは、落札者を構成する企業であり、SPC から直接業務の受託・請負をし、かつ

SPC に出資する企業であり、入札参加グループを代表し入札手続を行う企業である【   】

をいう。 

49. 「構成企業」とは、落札者を構成する企業であり、SPC から直接業務の受託・請負をし、かつ

SPC に出資する企業である【   】、【   】及び【   】をいう。なお、代表企業を含

まないものとする。 

50. 「協力企業」とは、落札者を構成する企業であり、SPC から直接業務の受託・請負をし、SPC

には出資しない企業である【   】、【   】及び【   】をいう。 

51. 「落札者構成企業」とは、代表企業、構成企業及び協力企業の総称をいう。 

52. 「設計業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)①」に規定する業務をいう。 

53. 「建設・工事業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)②」に規定する業務のうち、工事監理業

務と工事監理業務を実施するうえで必要な関連業務を除く業務をいう。 
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54. 「工事監理業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)②」に規定する業務のうち、工事監理業務

と工事監理業務を実施するうえで必要な関連業務をいう。 

55. 「施設整備業務」とは、設計業務、建設・工事監理業務の総称をいう。 

56. 「開業準備業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)③」に規定する業務をいう。 

57. 「維持管理業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)④」に規定する業務をいう。 

58. 「付帯事業業務」とは、入札説明書の「Ⅱの 5(4)⑤」に規定する業務をいう。 

59. 「設計企業」とは、落札者構成企業のうち、設計業務を担当する者として届け出られた【   】

をいう。 

60. 「建設企業」とは、落札者構成企業のうち、建設・工事業務を担当する者として届け出られ

た【   】をいう。 

61. 「工事監理企業」とは、落札者構成企業のうち、工事監理業務を担当する者として届け出ら

れた【   】をいう。 

62. 「開業準備企業」とは、落札者構成企業のうち、開業準備業務を担当する者として届け出ら

れた【   】をいう。 

63. 「維持管理企業」とは、落札者構成企業のうち、維持管理業務を担当する者として届け出ら

れた【   】をいう。 

64. 「付帯事業企業」とは、落札者構成企業のうち、付帯事業業務を担当する者として届け出ら

れた【   】をいう。 

65. 「維持管理業務仕様書」とは、PFI 事業者により作成される、本件施設等の維持管理業務の全

体計画を記載した書面をいう。 

66. 「維持管理業務計画書」とは、PFI 事業者により作成される、各事業年度における本件施設等

の維持管理業務の計画を記載した書面をいう。 

67. 「付帯事業基本計画書」とは、PFI 事業者により作成される、付帯事業業務の全体計画を記載

した書面をいう。 

68. 「付帯事業計画書」とは、PFI 事業者により作成される、各事業年度における付帯事業業務の

計画を記載した書面をいう。 

69. 「業務要求水準」とは、本件事業関連書類において示された市の要求する業務の基準をいう

（ただし、提案書において提案された業務水準が市の求めた要求水準を上回った場合は、当

該提案による水準をいう。）  

70. 「サービス対価」とは、本件事業契約に基づく PFI 事業者の債務履行に対し、市が PFI 事業

者に対して支払う対価をいう。 

71. 「サービス対価Ａ」とは、サービス対価のうち、施設整備業務の履行の対価として市から PFI

事業者に支払われる金員（別紙 7 に規定している各業務の対価元本、これに対する消費税等

及び上記元本のうち割賦原価分に対する割賦手数料を含む。）の総額をいう。 

72. 「サービス対価Ｂ」とは、サービス対価のうち、開業準備業務の履行の対価として市から PFI

事業者に支払われる金員（別紙 7に規定。消費税等を含む。）の総額をいう。 

73. 「サービス対価Ｃ」とは、サービス対価のうち、維持管理業務の履行の対価として市から PFI

事業者に支払われる金員（別紙 7に規定。消費税等を含む。）の総額をいう。 

74. 「サービス対価Ｄ」とは、サービス対価のうち、①維持管理期間中の保険料、②一般管理費、

③法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び PFI 事業者の税引後利益、④その他維持管

理に関して必要となる費用（別紙 7に規定。消費税等を含む。）の総額をいう。 

75. 「関係者協議会」とは、本件事業に関して市と PFI 事業者との間の協議を行うための機関で、

市及び PFI 事業者により構成されるものをいう。 

76. 「本件工事」とは、本件事業に関する、本件既存東部地域仮設庁舎の解体撤去工事及び本件

施設等の設計図書に従った、本件施設等の建設工事をいう。 

77. 「事業年度」とは、毎年 4月 1日から始まる 1年間をいう。 
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78. 「竣工」とは、施設整備業務が完了することをいう。 

79. 「落札価格（税込額）」とは、落札者とされた応募者が本件事業に関し本入札手続の応募の際

に提示した額（税込額）をいう。 

80. 「不可抗力」とは、市及び PFI 事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又

は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの（業務要求水準又は設計図書等で水準

が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。）をいう。ただし、「法令等」の変

更は、「不可抗力」に含まれないものとする。 

81. 「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドラ

イン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規

定・判断・措置等をいう。 
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別紙 02「本件土地」 

 

【本件土地の表示】 

   所  在  大阪府東大阪市南四条町 

   地  番  742 番１ 

   地  目  宅地 

   地  積  3,888．86 ㎡  

（実測 3,706．18 ㎡（境界確定測量面積）」 

【本件土地の範囲】 

下記図面上の赤色線で囲んだ範囲 

（要求水準書 添付資料５事業予定地_境界確定図より） 
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別紙 03「本件既存東部地域仮設庁舎」 

 

一 建物 

旧用途 東部地域仮設庁舎 

所在 東大阪市南四条町１番１号 

家屋番号 （未登記） 

構 造 鉄筋コンクリート造、地上 5 階、塔屋 

床面積合計 5469.43 平方メートル 

 

二 一の関連付属施設等の事業予定地上施設等一式（地下埋設杭等含む。） 
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別紙 04「什器・備品リスト」 
 

什器・備品は、要求水準書の添付資料 12 什器・備品等リストに示す什器・備品を基本と

し、提案に応じて本事業契約締結日までに（PFI 事業者により作成し市と協議のうえ市が承認す

ることにより）決定する。 

※業務要求水準を満たすものでなけなければならない。 
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別紙 05「基本設計図書及び実施設計図書」 
 

基本設計終了時及び実施設計終了時に次の書類を提出すること。なお、基本設計・実施設計に

おける各提出書類は、令和六年国土交通省告示第八号別添一 １ 一及び二の ロ 成果図書に記さ

れている成果図書の内容以上のものとすること（展開図と平面詳細図は全室を対象とする。）。  

市は内容を確認し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求も含む。）を通知する。提出

図書は全てのデジタルデータ（PDF 及び CAD データ（DXF 形式及び JWW 形式）も含む。）も提出す

ること。なお、提出時の体裁、部数等については、次の内容を基準に別途市の指示するところに

よる。  

 

ア 基本設計  

① 意匠設計図、基本設計説明書               ：１部  

② 構造計画概要書                      ：１部  

③ 設備設計概要書・各種計算資料              ：１部  

④ 設備主要機器・器具プロット図              ：１部  

⑤ 什器備品リスト・カタログ                 ：１部  

⑥ 工事費概算書                       ：１部  

⑦ 要求水準書との整合性の確認結果報告書          ：１部  

⑧ 事業提案書との整合性の確認結果報告書その他必要書類  ：１部  

⑨ ZEB Ready 等取得に係る導入計画     ：１部 

⑩ 上記の全てのデジタルデータ               ：１式  

イ 実施設計  

① 意匠設計図                        ：３部  

② 構造設計図                        ：３部  

③ 設備設計図                        ：３部  

④ 什器備品リスト・カタログ                ：１部  

⑤ 外観・内観パース                     ：１式  

⑥ 工事費積算内訳書・積算数量調書             ：１部  

⑦ 要求水準書との整合性の確認結果報告書         ：１部  

⑧ 事業提案書との整合性の確認結果報告書  ：      ：１部  

⑨ その他必要図書                      ：１部  

⑩ 各行政との打合記録、その他全打合記録         ：１部  

⑪ BELS 認証等の評価書             ：１部 

⑫ 上記の全てのデジタルデータ               ：１式 

※デジタルデータは、raw DATA, CAD データ及び PDF データの両方を示します。 
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別紙 06「竣工図書」 

 

PFI 事業者は、市による完成確認に必要な次の竣工図書を原則として市の完成確認までに提出

すること。また、これら図書の保管場所を本件施設内に確保すること。 

なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。  

 

【完成時の提出書類】  

① 工事完了届                       ：１部 

② 工事記録写真                       ：１部 

③ 完成図（建築）                     ：１式（製本図１部） 

④ 完成図（電気設備）                   ：１式（製本図１部） 

⑤ 完成図（機械設備）                   ：１式（製本図１部） 

⑥ 完成図（昇降機）                    ：１式（製本図１部） 

⑦ 完成図（什器備品配置表）                ：１式（製本図１部） 

⑧ 什器備品リスト・カタログ                ：各１部 

⑨ 完成調書                         ：１部 

⑩ 完成写真                         ：１部 

⑪ 要求水準書との整合性の確認結果報告書         ：３部  

⑫ 事業提案書との整合性の確認結果報告書         ：３部  

⑬ 各種取り扱い説明書、錠及び錠 BOX          ：各１部 

⑭ その他必要書類                      ：１部  

⑮ 上記の全てのデジタルデータ               ：１式 
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別紙 07「サービス対価の構成、算定方法及び支払方法」 

 

１．サービス対価の構成  

事業期間中、市が PFI 事業者に支払うサービス対価は、施設整備業務の対価（サービス対価Ａ）、

開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）、維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ）、その他業務の

対価（サービス対価Ｄ）から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。なお、設

計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。 

 

サービス対価の構成 

項目 内訳 内訳に含まれる費用 

施設整備業務の対価 

（サービス対価Ａ） 

ア 施設費  
（建中部分支払分） 
（サービス対価Ａ-１） 

○対象費用 

・本件施設等の整備に要する整備費 

・具体的には次のものとする。 

①事前調査業務及び関連業務に要する費用 

②設計業務に要する費用 

③建設・工事業務に要する費用 

（建築工事費、電気設備工事費、機械設備工事費、

昇降機設備工事費、外構等整備工事費を含む） 

④工事監理業務に要する費用 

⑤既存東部地域仮設庁舎の解体・撤去に要する費用 

ア 施設費  
（割賦原価部分） 
（サービス対価Ａ-２） 

○対象費用 

・本件施設等の整備に要する整備費 

（ただしサービス対価Ａ-１で支払う額を除く） 

・具体的には次のものとする。 

①SPC の開業に伴う費用  

②引渡日までの SPCの運営費  

③融資関連手数料  

④建中金利  

⑤その他施設整備に関する初期投資と認められる費

用 

イ 割賦原価の割賦手数料 
（サービス対価Ａ-３） 

基準金利＋PFI 事業者の提案スプレッドに基づく割

賦利息相当額  
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項目 内訳 内訳に含まれる費用 

開業準備業務の対価 

（サービス対価Ｂ） 開業準備業務費  

①維持管理体制の確立業務（開業準備業務）に要す

る費用 

②什器・備品等の調達及び設置業務に要する費用 

③開業準備期間中の維持管理業務に要する費用 

維持管理業務の対価 

（サービス対価Ｃ） 
維持管理業務費 

①建築物保守管理業務に要する費用  

②建築設備保守管理業務に要する費用  

③外構等維持管理業務に要する費用 

④環境衛生・清掃業務に要する費用 

⑤警備保安業務に要する費用 

⑥修繕業務に要する費用 

⑦駐車場等管理業務に要する費用 

⑧総合案内業務に要する費用 

⑨その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業

務に要する費用 

⑩事業期間終了後の引継ぎ業務に要する費用 

その他業務の対価  

（サービス対価Ｄ） その他の費用  

①維持管理期間中の保険料  

②一般管理費  

③法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び

PFI 事業者の税引後利益  

④その他維持管理に関して必要となる費用 
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２．サービス対価の算定方法 

 

サービス対価の算定方法は以下の通りとする。 

 

（１） 施設整備業務の対価（サービス対価Ａ）  

① 施設費 （建中部分支払分）（サービス対価Ａ-１） 

建設工事業務及び工事監理業務のサービス対価については、PFI 事業者が市と協議し作成し

たコスト管理計画書を基に、各年度に出来高部分に応じて部分払いをし、最終年度においては、

当該業務の費用と既払い分の費用の差額を支払う。 

なお、本契約は債務負担行為であり、建設工事費及び工事監理費において、前会計年度に下

の算定式によって算定された額が前会計年度の各出来高予定額（予算額）を超えた場合におい

ては、PFI 事業者は当該会計年度において、その超過額を請求することができる。ただし、PFI

事業者は、市が予算の執行可能となる時期以前に部分払いの支払いを請求することはできない。 

 

サービス対価Ａ-１の支払想定 
（事前調査費及び基本設計費、実施設計費、既存施設の解体工事費） 

業務完了時に一括支払い 

・事前調査費及び基本設計費 

・実施設計費 

・既存施設の解体工事費 

 

（建設工事費） 

建設工事業務の初年度 0.9×工事出来高 

建設工事業務の途中年度 0.9×工事出来高－既払い分建設工事費合算額 

令和 11 年度（最終年度） 建設工事費－既払い分建設工事費合算額 

 

（工事監理費） 

工事監理業務の初年度 0.9×工事監理費×（工事出来高／工事費） 

工事監理業務の途中年度 
0.9×工事監理費×（工事出来高／工事費）－既払い分工事監理費合

算額 

令和 11 年度（最終年度） 工事監理費－既払い分工事監理費合算額 

※各年度の支払額は１万円未満の端数を切り捨てるものとする。 
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② 施設費（割賦原価部分）（サービス対価Ａ-２）及び割賦手数料（サービス対価Ａ-３）  

サービス対価Ａ-２及びサービス対価Ａ-３は、本件引渡日以降、割賦払いについて支払う。

割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。 

 

割賦元本（総額）  
施設整備に要する費用から下記(a)を控除した金額  

(a) サービス対価Ａ-１に相当する金額。 

支払日 
令和 12 年 10 月から令和 27 年３月まで、年度当たり２回の割賦

方式により、計 29回支払うこととする。  

返済方法  元利均等返済方式  

割賦金利（年利）  基準金利＋提案スプレッド（％）  

基準金利  

本件施設の引渡し予定日の２銀行営業日前の東京時間午前10時

30 分現在の東京スワップレート（TONA 参照）・リフィニティブ

のコード”JPTSRTOA＝RFTB”に掲示されている TONA ベース 10年

物（円/円）金利スワップレートとする。ただし、上記により基

準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を 0％とする。 

なお、提案書提出時に使用する基準金利は 1.7％とする。 

 

割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基準金利と PFI 事

業者の提案による利鞘（スプレッド：【   】.【   】％【PFI 事業者提案による】）に基

づく割賦利息相当額の合計とする。 

 

（２）開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）  

開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）は、要求水準書に示す以下の業務に要する費用の合

計とする。 

 

・維持管理体制の確立業務（開業準備業務）に要する費用 

・什器・備品等の調達及び設置業務に要する費用 

・開業準備期間中の維持管理業務に要する費用  
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（３）維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ） 

維持管理業務のサービス対価は、維持管理業務の各業務に要する費用とその他の費用からな

るものとする。なお、維持管理業務のサービス対価は、別紙８に記載する「サービス対価の改定

方法」に示した改定及び別紙９に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める

規定による減額が行われない限り、原則として、支払時期ごとに同額が支払われるものとする。 

維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ）は、要求水準書に示す以下の業務に要する費用の合

計とする。 

 

・建築物保守管理業務に要する費用  

・建築設備保守管理業務に要する費用  

・外構等維持管理業務に要する費用 

・環境衛生・清掃業務に要する費用 

・警備保安業務に要する費用 

・修繕業務に要する費用 

・駐車場等管理業務に要する費用  

・総合案内業務に要する費用 

・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務に要する費用 

・事業期間終了後の引継ぎ業務に要する費用  

  

（４）その他業務の対価（サービス対価Ｄ） 

その他業務の対価（サービス対価Ｄ）は、以下の業務に要する費用等とする。 

 

・維持管理期間中の保険料  

・一般管理費  

・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び PFI 事業者の税引後利益  

・その他維持管理に関して必要となる費用  
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３．サービス対価の支払方法 

 

（１） 施設整備業務の対価（サービス対価Ａ）  

① 施設費 （建中部分支払分）（サービス対価Ａ-１） 

（サービス対価Ａ-１）の内、事前調査業務並びに基本設計業務、実施設計業務及び東部仮設

庁舎の解体・撤去業務について、PFI 事業者は、各業務を完了し、市の検査に合格した後、市に

対して請求書を提出する。市は PFI 事業者からの請求書受領後、30 日以内に到来する任意の日

にサービス対価を支払う。 

また、（サービス対価Ａ-１）の内、建設工事業務及び工事監理業務について、当該業務の属す

る年度末（最終年度は業務完了後とする。）に、市に提出したコスト管理計画書等を基に実施す

る所定の市の検査に合格した後に、市に対して請求書を提出し、市は PFI 事業者からの請求書

受領後、30 日以内に到来する任意の日にサービス対価を支払う。 

 

② 施設費（割賦原価部分）（サービス対価Ａ-２）及び割賦手数料（サービス対価Ａ-３）  

上記２（１）②の定めに従い、各回の割賦元利金支払額をもって行う。PFI 事業者は、各回に

おいて適法な請求書を市に提出し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、市は支払いを

行う。 

 

（２）開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）  

PFI 事業者は開業準備業務の終了後、適法な請求書を提出し、その受領後 30 日以内に到来す

る任意の日に、市が支払いを行う。 

 

（３）維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ）及びその他業務の対価（サービス対価Ｄ） 

市は別紙９に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づく確認を行い、当該

四半期の支払金額を通知する。PFI 事業者は当該支払金額を記載した適法な請求書を提出し、そ

の受領後 30 日以内に到来する任意の日に、市が支払いを行う。 

市は、PFI 事業者からの請求手続きを経て、前段による支払いは、四半期ごとに年 4 回、事業

期間中全 60 回払いとする。 
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別紙 08「サービス対価の改定方法」 

 

１．施設整備業務の対価（サービス対価Ａ）の改定 

 

（１） 施設整備業務の対価（サービス対価Ａ-１及びＡ-２）の物価変動に伴う改定 

サービス対価Ａ-１及びＡ-２について、物価変動による改定を次のとおり行う。 

 

① 改定の時期 

物価変動に伴うサービス対価Ａ-１及びＡ-２の改定は、着工前及び建設期間中（工事着手時

から工事完成２か月前までの期間）に請求することができる。 

 

② 対象となる費用 

設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費と

する（建築工事費、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。）。 

 

③ 着工前における改定方法 

令和７年 11 月（提案書提出日の属する月）の指標値と本件施設の本体工事の着工日の属する

月の指標値を比較し、1.5％以上の物価変動がある場合は、市及び PFI 事業者は物価変動に基づ

く改定の申し入れを行うことができる。  

改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」（財団法人 建設物

価調査会発行）の建築費指数における「都市別指数（大阪市）：構造別平均ＲＣ」の「建築」「設

備」とし、改定の計算式は以下のとおりとする。 

 

Ｂ＝Ａ×ａ  

Ａ：本件事業契約書に示されたサービス対価Ａ-１及びＡ-２のうち直接工事費  

Ｂ：本件施設の着工日における改定後のサービス対価Ａ-１及びＡ-２のうち 

直接工事費 

ａ：本件施設着工日の属する月の指標値／提案書提出日の属する月の指標値 
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④ 建設期間中における改定方法 

建設期間中の物価変動に伴う改定は、「公共工事標準請負契約約款」（昭和 25 年２月 21 日中

央建設業審議会決定、最終改正令和４年９月２日）第26条に基づき以下のとおり行うものとし、

詳細は国土交通省の運用マニュアル（令和４年９月改定、賃金等の変動に対する工事請負契約

書第 26 条第６項（インフレスライド条項）運用マニュアル）に準じるものとする。 

なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。 

 

改定に用いる指標（施設整備業務の対価（サービス対価Ａ）ア 施設費） 

区分 
該当する業務

の内訳 
使用する指標 改定対象とする費用 

施設整備業務の

対価（サービス

対価Ａ） 

ア 施設費 

建設業務 

（建築工事）  

「建築費指数」（一般財団法人

建設物価調査会）における「建

築費指数・都市別指数（大阪

市）：構造別平均ＲＣ」）」の「建

築」 

建設工事費  

※「ア施設費」のうち、「建設工

事費（電気設備工事費、機械設

備工事費、昇降機設備工事費を

除く）」のみとする。  

建設業務 

（設備工事）  

「建築費指数」（一般財団法人

建設物価調査会）における「建

築費指数・都市別指数（大阪

市）：構造別平均ＲＣ」）」の「設

備」 

建設工事費  

※「ア施設費」のうち、「建設工

事費（電気設備工事費、機械設

備工事費、昇降機設備工事費に

限る）」のみとする。  
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参考 

全体スライド  

（第１項～第４項） 

・市及び PFI 事業者は、本件施設の建設期間内で着工日から 12 月経過し

た後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、着工時に

改定した直接工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して

サービス対価Ａ-１及びＡ-２の変更を請求することができる。  

・上記の請求があったときは、変動前残工事費相当額と変動後の残工事費相

当額との差額のうち変動前残工事費相当額の 1.5%を超える額につき、サ

ービス対価Ａ-１及びＡ-２の変更を行う。  

・変動前残工事費相当額及び変動後残工事費相当額は、請求のあった日を基

準とする。  

・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことがで

きる。  

単品スライド  

（第５項）  

・特別な要因により本件施設の工期内に主要な工事材料の日本国内におけ

る価格に著しい変動を生じ、サービス対価Ａが不適当となったときは、

市又は PFI 事業者は、サービス対価Ａ-１及びＡ-２の変更を請求するこ

とができる。  

インフレスライド  

（第６項）  

・予期することのできない特別の事情により、本件施設の工期内に日本国内

において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス

対価Ａが著しく不適当となったときは、市又は PFI 事業者は、サービス

対価の変更を請求することができる。  

 

（２）割賦手数料（サービス対価Ａ-３）の改定の考え方 

設計及び建設・工事監理業務等のサービス対価に係る割賦手数料（サービス対価Ａ-３）は、金

利変動に基づき、10 年後に改定を行う。 

金利変動に基づく割賦手数料の改定は、基準金利を 10 年後に見直すこととし、基準金利の改定

は本件施設引渡日の10年後の２銀行営業日前の東京時間午前10時 30分現在の東京スワップレー

ト・リフィニティブのコード”JPTSRTOA＝RFTB”に掲示されている TONA ベース５年物（円/円）

金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利

を 0％とする。 
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２．開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）の改定 

 開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）の改定は行わない。 

 

 

３．維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ）の改定に関する基本的な考え方 

 

（１） 物価変動に伴う改定 

① 改定方法 

維持管理業務のサービス対価Ｃ（公租公課を除く。）については、本件事業契約書等に基づい

て決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。改定にあたっては、②の

計算方法に基づき各年度４月１日以降のサービス対価を改定する。 

 

② 令和 t年度の改定方法 

令和 t 年度の改定方法については、③に定める毎年６月の指標に基づき、前回改定年度の前

年（初回の改定時に対しては提案書提出日の属する年）の１月から 12 月までの指数の平均値と

比較して 3.0％を超える差が生じた場合に、次年度分のサービス対価の改定を行う。ただし、消

費税等の税率の変更に伴う変動分については考慮しないこととするとともに、指標が著しく変

動した場合は、③に定める指標以外の指標等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び PFI

事業者の協議により改定を行うものとする。 

t 年度の維持管理業務のサービス対価Ｃは、次式によって表されるものとする。 

 

P(t)＝Ps(t)×指標(t－１)/指標 s 

＜凡例＞ 

P(t)： t 年度（t年４月から（t＋１）年３月）のサービス対価 

Ps(t)： 最新の本件事業契約書等に示す t年度のサービス対価 

指標(t－１)：(t－１)年の６月の指標 

指標 s： 前回改定年度の前年（初回の改定時に対しては提案書提出日の属する年）１月から

12 月までの指標の平均値 

 

※改定率（指標(t－１)/指標 s）に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。 

※計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

※t年度のサービス対価が改定される場合、（t＋１）年度以降のサービス対価も、上記の改定

率を乗じた額に改定されるものとする。 
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改定に係る協議は毎年度１回とし、次年度以降のサービス対価に反映させるものとする。な

お、初回の改定に係る協議は維持管理業務開始年度の前年の９月上旬に行い、改定を行うこと

となった場合は、維持管理業務開始年度以降の維維持管理業務のサービス対価に反映させるも

のとする。 

技術革新等により維持管理業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び PFI 事業者の

協議により改定するものとする。 

 

③ 改定に用いる指標 

サービス対価Ｃの改定にあって使用する指標は次の通りとする。 

 

改定に用いる指標（維持管理業務） 

区分  該当する業務の内訳  使用する指標  

維持管理業務 

（サービス対価Ｃ） 

修繕業務  
「建設工事費デフレーター」－非住宅・非木造 

（国土交通省）   

上記以外の維持管理

業務 

「毎月勤労統計調査・賃金指数」－就業形態別きまっ

て支給する給与（調査全産業、一般労働者 30 人以上）

（厚生労働省）   

 

４．その他業務の対価（サービス対価Ｄ）の改定 

 その他業務の対価（サービス対価Ｄ）の改定は行わない。 
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別紙 09「モニタリング及びペナルティの考え方」 

 

１．総則  

（１）基本的考え方  

① モニタリングの基本的考え方  

事業期間を通じて適正かつ確実に事業が遂行されるよう、PFI 事業者が実施する各業務の実

施状況及び経営管理の状況について、PFI 事業者自ら業務のマネジメント及びセルフモニタリ

ングを徹底するともに、市がこれをモニタリングし、業務要求水準を達成していること及び達

成しないおそれが無いことを確認する。  

 

② 改善要求等の措置の基本的考え方  

市は、モニタリングを実施した結果、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、業績等が業務

要求水準に達していない、又は達成しないおそれがある（以下、本別紙において、業績等が業務

要求水準に達していないことを「業務要求水準未達」といい、これと業務要求水準を達成しな

いおそれがある場合を併せて「業務要求水準未達等」という。）と判断した場合は、PFI 事業者

に対して、後記（３）に定める改善要求等の措置、サービス対価の減額、契約解除等の措置を講

ずる。  

 

（２）モニタリングの方法  

① PFI 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、本件事業契約又は業務要求水準に基づ

き業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示したセルフモニタリング実

施計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。 

② PFI 事業者は、上記①の計画に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が業務

要求水準を達成していることを確認する。  

③ PFI 事業者は、本件事業契約又は業務要求水準に定められる書類を所定の時期までに市に

提出し、上記②による確認の状況を報告する。  

④ 市は、PFI 事業者の報告に基づき、PFI 事業者の各業務の実施内容が業務要求水準を達成し

ていることを確認する。  

⑤ 市によるモニタリングについては、上記③の PFI 事業者の提出する書類のうち、後記「２．

各業務等に係る確認方法」に示す書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確

認を行う。  
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（３）改善要求等の措置の方法  

① 改善勧告及び改善・復旧の措置 

ア 改善勧告  

市は、モニタリングの結果、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、各業務の実施内容が

業務要求水準未達等の状況にあると判断した場合は、PFI 事業者に対して、直ちに改善及び復

旧を図るよう改善勧告を行う。  

イ 業務改善計画書の作成及び確認 

PFI 事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した業務改善計画書を作成し

て、改善勧告を受けた日から 14 日以内に市に提出する。  

・業務要求水準未達等の内容及び原因  

・業務要求水準未達等の状況を改善し復旧する具体的な方法、期限及び責任者  

・事業の実施体制及び実施計画等についての必要な改善策  

 

市は、PFI 事業者が提出した業務改善計画書の内容が、業務要求水準未達等の状況を改善し

復旧することができる合理的なものであることを確認する。 

なお、市は、その内容が、業務要求水準未達等の状況を改善し復旧することができるものと

なっていない、又は合理的でないと判断した場合、業務改善計画書の変更及び再提出を求め

ることができるものとする。 

ただし、業務要求水準未達等の状況の改善に緊急を要し、応急処置等を行う必要がある場

合には、PFI 事業者は、上記の手順を踏むことなく、自らの責任と費用負担において、適切に

応急処置等を行うものとする。また PFI 事業者は、応急措置等を行った後、速やかに、これ

を市に報告する。 

 

ウ 改善・復旧の措置及び確認  

PFI 事業者は、業務改善計画書に基づき、業務を実施する企業に対して適切に指導等を行い

つつ、直ちに改善及び復旧を図り、市に報告する。市は、PFI 事業者からの報告を受け、改善

及び復旧が図られたことを確認する。  

 

エ 再改善勧告  

業務改善計画書が提出されない場合（業務改善計画書の変更及び再提出を求められたにも

かかわらず変更した計画書を再提出しない場合を含む。）、又は業務改善計画書に定められた

期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記アの改善勧告を

行う。  

 

② 罰則点の付与及びサービス対価の減額措置  

改善勧告若しくは再改善勧告を行った場合（複数回行った場合は複数回罰則点を付与する。

企業変更後の再改善勧告も同様。）又は後記③の企業の変更を市が要求した場合において、市

は、その内容に応じ罰則点の付与を行い、その点数に応じサービス対価の減額の措置を講ず

る。詳細な罰則点の付与及びサービス対価の減額の方法は、後記「３．減額又は罰則点の付

与」に示すとおりとする。  

 

③ 各業務を実施する企業の変更  

改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達等の状況を改善及び復旧することが明らか

に困難であると市が判断した場合、市は、要求水準未達等の状況となっている業務を実施す

る企業の変更を求めることができるものとする。  
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④ 契約解除  

改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達等の状況を改善及び復旧することが明らか

に困難であると市が判断した場合、又は、③の実施企業の変更後においても、要求水準未達等

の状況を改善及び復旧が図られたことが確認できない場合、市は、その判断により、更に再改

善勧告（複数回を含む。）を行ったうえで、又は更なる再改善勧告は行わず、PFI 事業者の債

務不履行と判断して、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。た

だし、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで

ない。また、ここに定める解除条件を満たさない場合でも、市は、民法第 541 条、第 542 条

又は本件事業契約書の規定に基づく解除権の行使をすることができるものとする。 

 

２．各業務等に係る確認方法  

 

（１）施設整備業務に係る確認方法  

① 基本的な考え方  

施設整備業務に係るモニタリングは、業務要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施

されているかどうかを、PFI 事業者が各業務の責任者に業務要求水準に基づく業務の管理及び

確認を行わせた上でセルフモニタリングにより確認し、市はその報告に基づき確認を行う。そ

の手順は、「１（２）モニタリングの方法」による。  

PFI 事業者は、各業務の履行についてセルフモニタリング実施計画書による確認を行うとと

もに、施設整備業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に業務要求水

準を満たしているかどうかの確認を行い、セルフモニタリング報告書を作成し、市に提出する

とともに、報告を行う。  

市は PFI 事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、セルフモニタリング報告書、各

提出書類及び実際の施工状況を基に、業務要求水準を達成しているかどうかの確認を行う。  

また、市は必要と判断した場合は、施工状況その他の問題となる事項の重点的な確認（実地

確認を含む。）を行う場合がある。 

② 書類による確認  

PFI 事業者は、下記の書類を、それぞれの提出時期までに市に提出し、業務要求水準の達成状

況について確認を受ける。  

 

ア セルフモニタリング実施計画書・同報告書 

提出書類 提出時期 

ⅰ セルフモニタリング実施計画書 
本件事業契約の締結後、直ちに策

定し、市に提出して確認を受ける 

ⅱ セルフモニタリング報告書 ※ 
四半期報告書：当該四半期の最終

月の翌月 10 日まで 

※ セルフモニタリング報告書には「要求水準書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」

及び「事業提案書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」を添付すること。 

 

なお、セルフモニタリング実施計画書・同報告書の作成は、本件事業契約に定めるとおり各

業務につき関係法令に基づく責任を負う者が実施するものとするが、PFI 事業者がこれを提出

するとともに、その内容につき包括的な責任を負う。 
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イ 各提出書類 

提出書類 提出時期 

ⅰ 事前調査業務の工程表その他の必要な書類 事前調査着手前 

ⅱ 事前調査報告 事前調査終了時 

ⅲ 設計計画書 設計業務着手前 

ⅳ 基本設計図書 基本設計終了時 

ⅴ 実施設計図書 建設工事着手前 

ⅵ 施工計画書  各部位の施工前、毎月１回程度 

ⅶ 工事報告書（工事進捗状況報告書） 各部位の施工後、毎月１回程度 

ⅷ 工事監理報告書 毎月１回程度 

ⅸ 竣工図書等 建設工事完了時 

 

③ 中間確認  

市は、以下に示す事情により、施工品質の確保のために重要と判断した場合は、施工の各段

階で、各中間確認の時点において要求水準未達等の確認をする基準とするに足りる本既存施設

解体撤去設計図書（PFI 事業者が見直しこれを市が確認したものについてはその確認後のものを含

む。）及び設計図書等（ただし竣工図書を除く。）並びにセルフモニタリング実施計画書に従って

いるかどうか又は業務要求水準を満たしているかの確認を行う。  

 

ア 業務要求水準未達を完成検査時点で発見することが困難である場合  

イ 完成検査時点において業務要求水準未達が発見されたとしてもその補修を行うことが経済

的・時間的・技術的に極めて困難となることが予想される場合。 

なお、市は、業務要求水準未達を予想する相当の理由がある場合において必要があると認

められるときは、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の検査を行うことができる。その検

査及び復旧に直接要する費用は、PFI 事業者の負担とする。  

 

④ 実地における確認  

工事の特に重要な工程その他市が必要と認める時は、市は実地における確認を行う。PFI 事業

者は市の実地における確認に必要な協力（及び立会）を行う。 

 

（２）開業準備業務に係る確認方法  

① 日常の確認等  

ア PFI 事業者による確認  

・セルフモニタリング実施計画書に基づき、毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況

及び業務要求水準達成状況について確認を行う。  

・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて市に提出する。 

・法定点検等の実施記録を市に提出する。  

・業務要求水準未達等の状況が生じた場合は市に直ちに報告する。  

・なお、利用者等から苦情があった場合（直接市に苦情があった場合を除く。）は、報告書

に取りまとめたうえで、市に報告する。報告の項目、頻度、方法等については、別途市と

PFI 事業者が協議して決める。 

 

イ 市によるモニタリング  

・業務遂行状況について、PFI 事業者の提出した業務日誌その他の PFI 事業者からの報告及
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び利用者等からの市への直接の苦情に基づき確認する。  

・利用者等から市に直接に苦情があった場合、市はこれを PFI 事業者に通知する。  

 

② 定期の確認等  

PFI 事業者は、開業準備業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務遂行状況及び業務要

求水準達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して

確認を受ける。 

 

提出書類 提出時期 

ⅰ 開業準備業務計画書 業務開始まで 

ⅱ 開業準備業務報告書 
日報：市の要請に応じて  
月報：業務を行った月の翌月 10日
まで  

ⅲ セルフモニタリング実施計画書 
本件事業契約の締結後、直ちに策

定し、市に提出して確認を受ける 

ⅳ セルフモニタリング報告書 ※ 開業準備業務終了後に提出 

※ セルフモニタリング報告書には「要求水準書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」及

び「事業提案書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」を添付すること。 

  

③ 随時モニタリング  

市は、利用者等からの苦情があった場合その他市が必要と判断した場合は、随時に、業務遂

行状況について、PFI 事業者から必要な報告を求める。  

 

④ 実地における確認  

①から③までのモニタリングの実施にあたり、市が必要と認めるときは、市は実地における

確認を行う。PFI 事業者は市の実地における立会等の確認に必要な協力を行う。 

 

（３）維持管理業務に係る確認方法  

① 日常の確認等  

ア PFI 事業者による確認  

・毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び業務要求水準達成状況について確認を

行う。  

・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて市に提出する。 

・法定点検等の実施記録を市に提出する。  

・業務要求水準未達等の状況が生じた場合は市に直ちに報告する。  

・なお、利用者等から苦情があった場合（直接市に苦情があった場合を除く。）は、報告書

に取りまとめたうえで、市に報告する。報告の項目、頻度、方法等については、別途市と

PFI 事業者が協議して決める。 

 

イ 市によるモニタリング  

・業務遂行状況について、PFI 事業者の提出した業務日誌その他 PFI 事業者からの報告及び

利者等からの直接の苦情に基づき確認する。 

・利用者等から直接に苦情があった場合には、これを PFI 事業者に通知する。  
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② 定期の確認等 

PFI 事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務遂行状況及び業務要求水準

達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認

を受ける。 

 

提出書類 提出時期 

ⅰ 維持管理業務仕様書  維持管理業務開始の 12か月前まで 

ⅱ 維持管理業務計画書 
当該業務実施年度の前年度の 12 月末日
（令和 12 年度については、維持管理業務
開始予定日の６か月前まで） 

ⅲ 維持管理業務報告書 

月報：業務を行った月の翌月 10 日まで  
四半期報告書：当該四半期の最終月の翌月
10 日まで  
年度報告書：翌年度の４月 30日まで 

ⅳ セルフモニタリング実施計画書 
本件事業契約の締結後、直ちに策定し、市
に提出して確認を受ける 

ⅴ セルフモニタリング報告書 ※ 
四半期報告書：当該四半期の最終月の翌月
10 日まで 

※ セルフモニタリング報告書には「要求水準書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」

及び「事業提案書との整合性の確認結果報告書（チェックリスト）」を添付すること。 

 

③ 随時モニタリング  

市は、利用者等からの苦情があった場合その他市が必要と判断した場合は、随時に、業務遂

行状況について、PFI 事業者から必要な報告を求める。  

 

④ 実地における確認  

①から③までのモニタリングの実施にあたり、市が必要と認めるときは、市は実地における

確認を行う。PFI 事業者は市の実地における確認に必要な協力を行う。  
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（４）経営管理に係る確認方法  

① 書類による確認  

PFI 事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。な

お、市は本件事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合など正当な理由があるとき

は、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告及び説明を求めることができる。 

 

提出書類 提出時期 

ⅰ PFI 事業者の定款の写し  
本件事業契約の締結後７日以内  
定款の変更後７日以内 

ⅱ 株主名簿の写し  
本件事業契約の締結後７日以内  
株主名簿の変更後７日以内 

ⅲ 実施体制図  
本件事業契約の締結後７日以内  
実施体制の変更後７日以内 

ⅳ 
PFI 事業者が締結する契約又は覚書の一覧  
（保険契約の一覧を含む）  

本件事業契約の締結後７日以内  
一覧に変更が生じてから７日以内 

ⅴ 
PFI 事業者が締結する契約又は覚書等の写し  
（保険契約を含む）  

契約又は覚書等の締結予定日又は
変更予定日の 14 日前まで  
締結又は変更後７日以内 

ⅵ 株主総会の資料及び議事録又は議事要旨  株主総会の会日から 14日以内 

ⅶ 取締役会の資料及び議事録又は議事要旨  取締役会の会日から 14日以内 

ⅷ 

各事業年度における監査済みの会社法第 435
条第２項に定められる計算書類及びその附属
明細書類並びにこれらの根拠資料及びこれら
の計算書類と PFI 事業者の事業収支計画の対
応関係の説明資料 

定時株主総会の会日から 14 日以内 

ⅸ 
各事業年度の上半期に係る上記ⅷに準じた資
料  

別途協議の上適切な時期を定める。 

Ⅹ セルフモニタリング実施計画書 
本件事業契約の締結後、直ちに策定
し、市に提出して確認を受ける 

Ⅺ セルフモニタリング報告書 
四半期報告書：当該四半期の最終月
の翌月 10日まで 

 

② 聞き取り等による確認  

市は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、市又は専門家等による聞き取

り調査を実施することができるものとする。 
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３．減額又は罰則点の付与等  

 

（１）業務要求水準未達による減額  

市がサービス対価の減額の請求をする際は、各時点におけるサービス対価の内訳明細として適

切な文書等に基づきこれを行う。 

なお、経営管理に係る業務要求水準を達成しないことが明らかとなった場合の減額の請求は、

その他業務の対価（サービス対価Ｄ）の減額の請求により行うものとする。 

 

（２）減額又は罰則点の付与方法  

① 基本的な考え方  

市は、モニタリングの実施により、PFI 事業者の実施する業務が業務要求水準を達成していな

いことを確認して改善勧告を行った場合、再改善勧告を行った場合（複数回行った場合は複数

回罰則点を付与する。企業変更後の再改善勧告も同様。）又は後記③の企業の変更を市が要求し

た場合において、罰則点を付与する。付与された罰則点を加算し、各支払の対象期間（支払われ

るサービス対価の対象となる業務の期間）の罰則点が一定値に達した場合に、サービス対価の

減額を行う。  

 

② 減額算定及び罰則点付与のための区分  

減額算定及び罰則点の付与は、下表の支払区分ごとに行う。 

支払区分 構成される費用の内容 

開業準備業務の対価  
（サービス対価Ｂ） 

①維持管理体制の確立業務（開業準備業務） 
②什器・備品等の調達及び設置業務に要する費用 
③開業準備期間中の維持管理業務に要する費用 

維持管理業務の対価  
（サービス対価Ｃ） 

①建物保守管理業務に要する費用  
②建築設備保守管理業務に要する費用  
③外構等維持管理業務に要する費用 
④環境衛生・清掃業務に要する費用 
⑤警備保安業務に要する費用 
⑥修繕業務に要する費用 
⑦駐車場等管理業務に要する費用 
⑧総合案内業務に要する費用 
⑨その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務に要す
る費用 

⑩事業期間終了後の引継ぎ業務に要する費用 

その他業務の対価 ※ 
（サービス対価Ｄ） 

①維持管理期間中の保険料  
②一般管理費  
③法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び PFI 事業者
の税引後利益  

④その他維持管理に関して必要となる費用 

※経営管理に係るモニタリングに関連する。 
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③ 業務要求水準を達成していないとされる事象  

業務要求水準を達成していないとされる場合とは、以下に示すア及びイとし、その具体的な

事象は、下表に示すとおりとする。ただし、下表に列記していない場合でも、類似の事象で、下

記ア又はイに該当すると評価されるものについては同様の扱いとする。 

 

ア 本件施設等を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 

イ 本件施設等を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 

 

業務 ア 重大な支障がある場合 イ 明らかに利便性を欠く場合 

共通 

・履行義務の放棄  
・人員不足の常態化  
・故意に市との連絡を行わない（長期に
わたる連絡不通等）  

・緊急時における対応不備による被害
拡大  

・防犯体制の不備による被害拡大  
・市からの指導・指示に従わない  
・虚偽の報告  
・法令違反 等 

・履行義務の不備  
・計画的な組織運営の不備  
・関係者への連絡の不備  
・緊急対応体制の不備  
・防犯体制の不備  
・利用者への対応不備  
・業務報告の不備、遅延 等 

維持管理業務 
（開業準備業
務含む） 

・定期点検の未実施  
・故障等の放置  
・故障等の放置に起因する人身事故の
発生  

・災害時の未稼働  
・衛生状況の悪化等により利用者に重
大な影響を及ぼす事態の発生 等 

・計画に基づく修繕・更新業務の未実施 
・利用者等からの苦情の放置  
・個人情報の大量漏えい  
・施設の利用不可能状態の放置等 

・維持管理業務の不備  
・保全上必要な修理等の未実施等      
 
 
 
 
 
・修繕業務の不備 等 
・利用者等から多数の苦情発生  
・コンプライアンス等研修体制の不備 
等 

経営管理 
・会計処理の虚偽報告 等 ・会計処理の不備 等  

・再委託管理の不備 等 

 

④ 罰則点の付与方法  

市は、モニタリングの実施の結果、業務要求水準が達成されていないと判断した場合、各支

払区分であるサービス対価Ｂ、同Ｃ、同Ｄの各区分ごとに集計した罰則点を下表の基準により

算定し、PFI 事業者に通知する。なお、１つの事象が複数の支払区分に該当する場合には、該当

する支払区分すべてについての罰則点を付与する。  

ただし、業務要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由による

場合でかつ事前に市に連絡があった場合又は明らかに PFI 事業者の責めに帰さない事由による

場合、罰則点は付与しない。 

 

業務 罰則点 

ア 重大な支障がある場合 
人命に多大な影響を及ぼす場合 100 点 
個人情報等機密事項の漏えいに関する場合 80 点 
上記以外の場合 20 点 

イ 利便性を欠く場合 5 点 
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⑤ サービス対価の減額  

サービス対価の支払に際しては、各支払の対象期間（支払われるサービス対価の対象となる

業務の期間）の罰則点の合計を計算し、下表にしたがって減額割合を定め、上記②に示した支

払区分ごとに減額を行う。  

当該期間の罰則点は、当該期間のモニタリングにのみ用いることとし、次の期間に持ち越さ

ない。なお、期間途中において PFI 事業者が担当する企業を変更しても、当該期間の罰則点は

消滅しない。 

各支払の対象期間の罰則点の合計 支払区分ごとの減額割合 
100 点以上  100%減額  
60 点以上 100 点未満  １点につき 0.6%減額（36％～59.4％）の減額  
20 点以上 60 点未満   １点につき 0.3%減額（6％～17.7％減額）  

 

（３）減額以外の損害賠償  

市は、上記(１)又は(２)による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を PFI 事業者に請

求することができる。 

 

４．事業終了時に係るモニタリング  

 

（１）モニタリングの方法  

① PFI 事業者は、事業期間終了に当たり、自ら検査を実施し、結果を市に報告する。  

② 市は、本件施設等の性能が業務要求水準に定められた水準を満たしていることを確認する

検査を行う。  

 

（２）確認方法  

① 書類による確認  

PFI 事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに市に提出して確認を受ける。 

提出書類 提出時期 

ⅰ 建物等診断報告書 事業期間終了時まで 

ⅱ 修繕記録報告書 事業期間終了時まで 

ⅲ 施設管理台帳 事業期間終了時まで 

ⅳ 什器・備品台帳 事業期間終了時まで 

ⅴ 次期修繕提案書（大規模修繕計画） 事業期間終了時まで 

ⅵ その他市が必要と認める書類 事業期間終了時まで 

 

② 実地における確認  

市は施設の現況が、上記①のとおりであるかどうか実地における確認を行う。PFI 事業者は、

市の実地における確認に必要な協力を行う。  
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モニタリング及び改善要求等の措置のフロー 

 

 

PFI 
事業者 

セルフモニタリングにより業務要求水準を達成している 
ことを自ら確認し、書類を提出、報告 

 

市 書類による確認（必要に応じて実地における確認） 

 
 
 
 
 

市 改善勧告（減額、罰則点の付与） 

 

PFI 
事業者 

業務改善計画書に基づく是正 

 
 
 

市 再改善勧告（減額、罰則点の付与） 

 

PFI 
事業者 

業務改善計画書に基づく是正 

 
 
 
 
 

市 実施企業の変更要求（減額、罰則点の付与） 
 

PFI 
事業者 

実施企業の変更 

 
 

市 契約解除 

 
  

（業務要求水準を達成している場合） 

（業務要求水準未達等が確認された場合） 

措置なし 

（是正されない場合） 

（是正されない場合②） （是正されない場合③） 

（是正されない場合） 

（是正されない場合①） 

モニタリング 
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別紙 10「建設期間、開業準備期間及び維持管理期間中の保険」 

 

PFI 事業者は、本件施設の建設期間、開業準備期間、維持管理期間中、次に記載する保険に加入

し、又は建設企業、開業準備企業、維持管理企業及び付帯事業企業に加入させなければならない。 

 

建設期間、開業準備期間及び維持管理期間中の保険 

期間 保険種目 主な担保リスク 保険契約者 被保険者 

建
設
期
間 

工事契約履行保証保険※  
工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違

約金  
PFI 事業者又は

建設企業 
市又は PFI 事業者
※※  

請負業者賠償責任保険  

工事遂行に起因して発生した第三者賠償責任損

害及び訴訟費用等  
（交叉責任担保及び管理財物担保を含む） 

 

PFI 事業者又は

建設企業  
市、PFI 事業者、建

設企業、下請負人  

建設工事保険  
（火災等）  

工事目的物の損害を担保  
（戦争、テロリズム及び放射能汚染リスクは除く） 

建設工事中の火災については全額保証されるこ

と 

PFI 事業者又は

建設企業 
市、PFI 事業者、建

設企業、下請負人  

法定外の労災保険  国の労災保険とは別の上乗せ保証費用  
PFI 事業者又は

建設企業  
PFI 事業者、建設

企業、下請負人  

開
業
準
備
期
間 

開業準備業務契約履行保

証保険※※※ 

開業準備企業の契約不履行に基づく契約解除

違約金  

PFI 事業者又は

開業準備企業 

市又は PFI 事業者
※※  

開業準備業務業者賠償責

任保険 

施設の開業準備業務の遂行に起因して発生した

第三者賠償責任損害及び訴訟費用等（管理財

物に対する賠償も担保）  

PFI 事業者又は

開業準備企業 

PFI事業者、開業準

備企業（その再委

託先も含む） 

施設賠償責任保険 

施設の瑕疵又は管理の不備等による事故、若し

くは施設内外での業務遂行中に生じた事故によ

る賠償責任 

PFI 事業者又は

開業準備企業 

市、PFI 事業者、開

業準備企業（その

再委託先も含む） 

 

維
持
管
理
期
間 

維持管理業務契約履行保

証保険※※※※  
維持管理企業の契約不履行に基づく契約解除

違約金  
PFI 事業者又は

維持管理企業  
市又は PFI 事業者
※※  

維持管理業務業者賠償責

任保険  

施設の維持管理業務の遂行に起因して発生した

第三者賠償責任損害及び訴訟費用等（管理財

物に対する賠償も担保）  

PFI 事業者又は

維持管理企業  

PFI事業者、維持管

理企業（その再委

託先も含む） 

施設賠償責任保険 

施設の瑕疵又は管理の不備等による事故、若し

くは施設内外での業務遂行中に生じた事故によ

る賠償責任 

PFI 事業者又は

維持管理企業 

市、PFI 事業者、維

持管理企業（その

再委託先も含む） 

生産物賠償責任保険※※※※

※ 

付帯事業業務における生産物（付帯事業運営に

おける提供食品、販売物品を含む）の欠陥により

派生した第三者（市職員、施設利用者を含む。）

の身体（食中毒を含む）、財物損害が発生したこ

とによる法律上の損害賠償責任を負担することに

よって被る損害 

PFI 事業者又は

付帯事業企業 

PFI 事業者又は付

帯事業企業（その

再委託先も含む） 

（保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。） 

上記以外の保険については、PFI 事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。 

※ 第 46 条第 1項（設計及び建設・工事監理業務の契約保証金の納付）により対応した場合は

不要。 
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※※ ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本件事業に関連する市

の PFI 事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定す

ること。なお、これに係る質権設定の費用は、PFI 事業者が負担しなければならない。 

※※※ 第 56 条第 1項（開業準備業務の契約保証金の納付）により対応した場合は不要。 

※※※※ 第 68 条第 1項（維持管理業務の契約保証金の納付）により対応した場合は不要。 

※※※※※ PFI 事業者によりカフェ運営等付帯事業が提案され、付帯事業として実施する場合

において付保する保険となる。 
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別紙 11「法令変更による増加費用及び損害の負担」 

 

法令等の変更により PFI 事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③までの

いずれかに該当する場合には市が負担するものとし、それ以外の法令変更については PFI 事業者

が負担するものとする。  

  

① 本件事業に直接関係する法令等の新設・変更 

② サービス対価の支払いに係る消費税法及び地方税法変更によるもの 

（なお、消費税等の税率が変更された場合はサービス対価の改定を行う。） 

③ 本件施設等の取得及び所有に関する税制度の変更 

  

ただし、市が負担する場合において、１回の法令等の変更に係る増加費用及び損害の額が 10 万

円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。また、付帯事業の

実施に係る法令等の変更リスクは全て PFI 事業者が負担するものとする。 

 

なお、①の本件事業に直接関係する法令等とは、本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法

令等を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び PFI 事業者もしくは本

事業に対して一般的に適用される法律の変更等は含まれないものとする。 
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別紙 12「不可抗力による増加費用及び損害の負担」 

 

１. 本件施設等の引渡し前  

本件施設等の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより PFI 事業者に発生した合理的な追加

費用又は損害（開業準備業務に伴うものは除く）については、施設整備業務の対価（サービス対

価Ａ）のうち割賦手数料相当額（サービス対価Ａ-３）を控除した金額の 100 分の１に至るまでは

PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、本件施設等の引

渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ PFI 事業者に追加費

用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、施設整

備業務の対価（サービス対価Ａ）のうち割賦手数料相当額（サービス対価Ａ-３）を控除した金額

の 100 分の１に至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担

する。ただし、市又は PFI 事業者が別紙 10 に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該

保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余

があるときは、当該残余額につき、PFI 事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。

また、市が負担する場合において、１回の不可抗力に係る増加費用及び損害額が 10万円に満たな

いときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。 

 

２. 本件施設等の引渡し後 

本件施設等の引渡し後に不可抗力事由が生じた場合、これにより、一事業年度内に PFI 事業者

に発生した合理的な追加費用又は損害（開業準備業務に伴うものは除く）の累積額のうち、当該

年度の維持管理業務の対価（サービス対価Ｃ）の合計額の 100 分の１に至るまでは PFI 事業者が

負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事

由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた

場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の維持管理業務の

対価（サービス対価Ｃ）の合計額の 100 分の１に至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、こ

れを超える額については市が負担する。ただし、別紙 10 に記載する保険に基づき PFI 事業者又は

市が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の

額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、PFI 事業者が負担すべき追加

費用又は損害の額から控除する。また、市が負担する場合において、１回の不可抗力に係る増加

費用及び損害額が 10 万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみな

す。 

 

３．開業準備業務関係 

本件施設等の引渡しの前後を問わず、不可抗力事由に基づき開業準備業務について PFI 事業者

に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の開業準備業務の対価（サービ

ス対価Ｂ）の合計額の 100 分の１に至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額

については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した

場合でも、それぞれ PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損

害の額をすべて合計したうえで、当該年度の開業準備業務の対価（サービス対価Ｂ）の合計額の

100 分の１に至るまでは PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担す

る。ただし、別紙 10 に記載する保険に基づき PFI 事業者又は市が保険金を受領した場合、当該保

険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余が

あるときは、当該残余額につき、PFI 事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。ま

た、市が負担する場合において、１回の不可抗力に係る増加費用及び損害額が 10 万円に満たない

ときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。 
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４．付帯事業業務関係 

本件施設等の引渡しの前後を問わず、不可抗力事由に基づき付帯事業業務について PFI 事業者

に発生した追加費用又は損害は、すべて PFI 事業者が負担するものとする。 
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別紙 13「株主誓約書」 

 

令和８年●月  日  

（あて先） 東大阪市長  

 

株 主 誓 約 書 

 

東大阪市及び【ＳＰＣ】（以下、「PFI 事業者」という。）間において、本日付けで締結された東

大阪市(仮称)こどもセンター・図書館複合施設整備事業における事業契約（以下、「本件事業契約」

という。）に関して、株主である《    》、《    》、《    》（以下、「当社ら」という。）

は、本日付けをもって、貴市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたし

ます。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、本件事業契

約に定めるとおりとします。  

記 

１. PFI 事業者が、令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効

に存在すること。 

２. PFI 事業者の本日現在における発行済株式総数は(    )株であり、うち、（    ）株を

《    》が、（    ）株を《    》が、及び（    ）株を《    》が、それぞ

れ保有していること。 

３. 当社らは、貴市の承諾なく、当社らが保有する PFI 事業者の株式又は出資の全部又は一部の

第三者への譲渡は一切行わないこと。 

４. PFI 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、

これらの発行を承認する株主総会において、第２項記載の議決権保有比率を維持することが

可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。  

５. PFI 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社ら

が保有する PFI 事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株

式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴市に対して書面により通知し貴市

の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速

やかに貴市に対して提出すること。  

６. 第３項及び第５項に規定する場合を除き、当社らは、本件事業契約の終了までの間、PFI 事業

者の株式又は出資を保有するものとし、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲

渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社

らが保有する PFI 事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、貴市の

事前の書面による承諾を得て行うこと。  

７. 当社らは、PFI 事業者が本件事業関連書類（本件事業契約別紙 01「定義集」（42）に定義）に

従って本件事業を遂行していない場合、本件事業契約に規定される解除原因が発生している

場合等、本件事業の遂行状況に問題が発生している場合、貴市の要求に従って、貴市と PFI 事

業者との協議に参加し、PFI 事業者に関する情報を貴市に提供すること。  

８. 当社らは、本件事業契約上の貴市と PFI 事業者の債権債務関係が終了してから１年と１日を

経過するまで、PFI 事業者について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他

倒産手続の申立を行わないこと。  

９. 当社らが、本件事業に関して知り得たすべての情報について、貴市の事前の書面による承諾

がある場合を除き、第三者に開示しないこと。 
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別紙 14「契約不適合責任保証書」 

 

保 証 書 

  

（保証） 

第 1 条 【  】（以下、「保証人」という。）は、東大阪市（以下「市」という。）と【SPC】（以下、

「PFI 事業者」という。）が令和【   】年【   】月【   】日付けで締結した、東大阪市(仮称)

こどもセンター・図書館複合施設整備事業の事業契約書（仮契約及び本契約）（以下「本件事業

契約」という。）第 43 条に基づいて PFI 事業者が市に対して負う契約不適合責任（以下、「主債

務」という。）について、これを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語に

ついては、本件事業契約における定義に従うものとする。 

 

（通知） 

第 2 条 工期の変更、延長、工事の中止その他の本件事業契約の内容（主債務の内容を含む。）に

変更が生じた場合には、市は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容

に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更されるものとする。 

  

（保証債務履行の請求） 

第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出

するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る債務を履

行しなければならない。ただし、市は、主債務の内容により 30 日以内に履行を完了することが

困難と認める場合には、市の裁量により、別途履行期限を定めることができるものとする。 

 

（代位等） 

第 4 条 保証人は、市の承認を得た場合を除き、本件事業契約に基づく PFI 事業者の債務がすべ

て履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。 

 

（保証契約の解約・終了） 

第 5 条 保証人は本保証契約を解約することができない。本件事業契約等に従い第三者に事業契

約上の地位が承継されたときは、市は本保証契約を終了させることができるものとする。 

 

（管轄） 

第 6 条 本保証契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 

（準拠法） 

第７条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。 

 

令和【    】年【    】月【    】日 

 

（あて先） 東大阪市長 様 

 

保証人：  

【     】企業 

（住所）  
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[                 ]会社   

 

代表取締役                      印  
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20m

別紙 15「事前調査業務の範囲」 

 

（※提案に応じて本事業契約締結日までに（PFI 事業者により作成し市が承認することにより）決

定する。） 
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別紙 16「目的物引渡書」 

 

目的物引渡書 

 

令和  年  月  日  

 

（あて先） 東大阪市長  

  

PFI 事

業者 

住 所  

名 称  

代表者  

 

PFI 事業者は、以下の施設を、東大阪市(仮称)こどもセンター・図書館複合施設整備事業にお

ける本件事業契約第 42条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引渡します。 

 

事業名 
 

事業場所 
 

施設名称 
 

引渡年月日 
 

立 

会 

人 

東大阪市 
 

PFI 事業者  

 

【   PFI 事業者名   】様  

  

上記引渡年月日付で、上記の施設の引渡しを受けました。  

  

東大阪市長  野 田 義 和 
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別紙 17「付帯事業」 

 

※付帯事業は、要求水準書の「第６」に示す内容及び PFI 事業者が提出する「提案書」に示す内

容を基本とし、提案に応じて本事業契約締結日までに、（PFI 事業者が作成し市と協議のうえ市

が承認することにより）決定する。 

※付帯事業の内容は、業務要求水準を満たすものでなけなければならない。 
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別紙 18「行政財産目的外使用許可申請書」 

 

行政財産使用許可申請書 
 

令和  年  月  日 

（宛先）東大阪市長 

 

申請者 住 所 

氏 名              ㊞ 

（本人・代表者の署名又は記名押印）※署名の場合、押印不要 

物件の使用については、東大阪市財務規則及び許可条件を厳守し、市の財産管理に障害を生じ

させないことを誓うとともに、これらの事項に違反したとき、或いは市から返還請求を受けたと

きは異議無くこれに従うことを約し、関係図面を添えて申請いたします。 

 

許可物件の表示 

（地番及び許可数量等） 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間  

備 考 
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別記「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」 

 

（目的） 

第１条 本特記事項は、個人情報を取り扱う業務を東大阪市（以下「甲」という。）から受託す

ることに鑑み、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）その他関係

法令を遵守することを通じて、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取

り扱うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 本特記事項において「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項に定める情報と

し、番号法第 2条第 9項に定める「特定個人情報」を含むものとする。 

（法令等の遵守） 

第３条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報取扱事務において、次の各号に掲げる法令

その他関係法令等を遵守しなければならない。 

(１) 個人情報保護法 

(２) 番号法 

(３) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編） 

(４) 東大阪市情報セキュリティポリシー（平成 20 年 12 月１日策定） 

（責任体制の整備） 

第４条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。                        

（作業責任者等の届出） 

第５条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告

しなければならない。 

２ 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に書面により、甲に報告しなけれ

ばならない。 

３ 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければな

らない。 

４ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。 

（取扱区域の特定） 

第６条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に

書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出して

はならない。 

４ 乙は、甲の事務所内で作業を行う場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行す

る身分証明書を常時携帯させ、PFI 事業者名が分かるようにしなければならない。 

（教育の実施） 

第７条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業

従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員

に対して実施しなければならない。 

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

ればならない。 

（守秘義務） 
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第８条 乙は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはなら

ない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 乙は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後においても、

個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならない。 

３ 乙は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出

させなければならない。 

（再委託） 

第９条 乙は、本業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 乙は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託す

る理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業

務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本件事業契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について

具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するととも

に、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 10 条 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本件事業契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。  

（個人情報の管理） 

第 11 条 乙は、本業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるとこ

ろにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

(１) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保

管すること。 

(２) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上

の保護措置を施すこと。 

(３) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合

を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

(４) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

(５) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックア

ップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(６) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情

報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

(７) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事

故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

(８) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報

を扱う作業を行わせないこと。 

(９) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる

業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 
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第 12 条 乙は、本業務において利用する個人情報について、本業務以外の目的で利用してはな

らない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。 

（受渡し） 

第 13 条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行

った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

（個人情報の返還又は廃棄） 

第 14 条 乙は、本業務の終了時に、本業務において利用する個人情報について、甲の指定した

方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 乙は、本業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄す

べき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申

請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

４ 乙は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記

録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければ

ならない。 

５ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去

又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第 15 条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

（監査及び検査） 

第 16 条 甲は、本業務に係る個人情報の取扱いについて、本件事業契約の規定に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検

査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して

必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第 17 条 乙は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故（番号法違反又はそのおそれのある事

案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対

して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報

告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に

関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第 18 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託

業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 
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第 19 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことによ

り、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければなら

ない。 


